
返済期間

貸付限度額の目安

●本籍地が記載された住民票（世帯全員分）

●本籍地が記載された住民票
●住民税課税証明書

・官公署発行のり災証明書、被災証明書

・償還払となるサービス費用の金額が記載された書類
及び当該費用に係る見積書等の申請書に記載された
金額が確認できる書類の写し

※高齢者世帯については、「日常生活
上、療養又は介護を必要とする高
齢者が属する世帯」であることが
必要です。

※対象経費により目
安あり

月額19,160円（最終回20,760円）

借入申込者

借入申込者世帯の所得が分かる書類 （世帯全員分）
（3か月分程度）

負傷又は疾病の療養に必要な経費（健康保険の例による医療の自己負
担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。）及びそ
の療養期間中の生計を維持するために必要な経費

中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費

● 公営住宅譲り受けの場合

・業者の見積書

・学校が発行する経費内訳書

・購入内容の見積書、内定通知書又は採用通知書

負傷又は疾病の療養に必要な経費
（健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。）
及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費（介護保険料を含む。）
及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費

資金です。
がい

中国残留邦人等に係る国民年金追納の
ための費用が不足。

引っ越しの費用が足りない（転宅費）。

・入校許可証又は在校証明書
・技能・資格の習得期間及び経費の額が記載された書類

※工事該当部分が分かるもの

※工事該当部分が分かるもの

※上記以外にも、必要に応じて書類を求める場合があります。

※世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等の支援を
利用いただくことがあります。

（　　　　　　）
返済例

返済期間の目安

●
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